
平成３０年１０月 

 

受取人口座確認機能の機能改善について 

 

1. 受取人口座確認機能とは 

 振込先口座の情報として金融機関名・支店名・科目・口座番号を入力すること

により、振込先の口座名義人カナ氏名が自動的に表示される機能です。 

 

2. 受取人口座確認機能の機能改善について 

 平成３０年１０月７日（日）より、口座確認が有効となる振込の範囲を拡大し

ました。これまで口座確認機能は振込先が当金庫の口座の場合にのみ有効でした

が、１０月７日以降は、他金融機関の口座宛の振込についても口座確認機能がご

利用頂けます。これにより、口座確認を許可していない一部の金融機関宛の振込

を除き、終日、受取人のカナ氏名が自動的に表示されるようになりました。 

 

【受取人口座確認機能の有効範囲】 

 

3. 口座確認機能が利用可能な振込の種別について 

 個人のお客様 

全ての振込（当日指定振込・予約振込）において口座確認機能をご利用頂け

ます。 

 法人のお客様 

都度振込（当日指定振込・予約振込）のみが口座確認の対象となります。総

合振込・給与振込・外部ファイル登録は対象外です。 

 

【口座確認機能の有効範囲】 

ご利用日時 
振込先 

当金庫内 当金庫以外 

平成３０年１０月６日（土）まで ○ × 

平成３０年１０月７日（日）から ○ ○ 

契約種別 振込種別 受取人口座確認 

個人 都度振込 ○ 

法人 

都度振込 ○ 

総合振込 

× 給与振込 

外部ファイル登録 



4. ご利用にあたってのご注意 

 表示された受取人カナ氏名を必ずご確認の上、資金移動を実施して下さい。 

 振込先金融機関が口座確認を実施していない場合には、従来通り受取人の入

力が必要となります。 

 その他、振込先金融機関の都合により、口座確認機能をご利用頂けない場合

があります。 

 口座名義人情報の不正取得を防止する目的から、実際の振込を行わずに連続

して６回以上受取人口座確認操作を行った場合には、規制が掛かり、口座確

認機能がご利用頂けなくなります。 

規制の解除には、書面によるお手続きが必要となります。詳細についてはお

取引店にお問い合わせ下さい。 

 


